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平成21年4月21日

都道府県医師会

介護保険担当理事殿

日本医師会常任理事

　三　上　裕　司

平成21年4月介護報酬改定関係Q＆A（VoL2）の送付について

　拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は介護保険制度運営に関し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、本年4月20日付、厚生労働省より、下記のとおり平成21年度介護報酬改定に関するQ＆A（VoL2）

が発出され、本会においても当該資料を入手いたしましたのでご送付申し上げます。

　なお、今回発出されたQ＆Aには、通所リハビリテーションに関する短期集中リハビリテーション実施加

算の取扱等について示されており、資料末尾に添付されております、リハビリテーションについて纏めら

れた資料につきましては、見直しの上、修正が行われておりますことを申し添えます。

　また、顛＆Aにつきましても、本会ホームページにおいて追加掲載いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

O平成21年4月改定関係Q＆A（VoL2）

1部

以上

（参考）　【法令・通知等掲載場所】　　※日医ホームページ・メンバーズノレームr介護保険」

　　　　http：／／㎜卍．med．or．jp／japanese／繭ers／kaigo／21kaltei／lndex、htmI

　　　　「平成21年4月介護報酬等の改定に関する資料」



　　　　　　平成21年4月改定関係Q＆A

　　　　　　　　　　　（Vo　I．2）

『灘欝欝1そ」三冠ま嘩



【共通事項】

○　口腔機能向上加算

（問1）ロ腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、

　　歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。

（答）

　歯科医療を受診している場合のロ腔機能向上加算の取扱いについて、患者

又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理

計画書（歯科疾患管理料を算定した場合）等に基づき、歯科医療を受診した

月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。

0　口腔機能維持管理加算

（問2）ロ腔機能維持管理加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導

　　の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪

　　問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は

　　訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、r実施時間以外の

　　時間帯」に該当すると考えてよいか。

（答）

　貴見の通り。

（問3）ロ腔機能維持管理加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合

　　や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。

（答）

　入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した

入所者については、算定することが可能である。

O　栄養改善加算

（問4）栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は

　　押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。

（答）

　栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意をロ頭で

確認した場合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同

意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須では

ない。
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0　栄養マネジメント加算、経ロ移行加算、経ロ維持加算

（問5）栄養マネジメント加算、経ロ移行加算、経ロ維持加算において、共同

　　して取り組む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあ

　　たって歯科医師の関与や配置は必要か。
（答）

　多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必

須ではなく、必要に応じて行うものである。

○　経口維持加算

（問6）経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った

　　場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。
（答）

　造影撮影（造影剤使用撮影）の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介

護保険施設に入所している者については、当該検査を実施した医療機関がそ

の費用を医療保険で算定可能である。

　また、内視鏡検査（喉頭ファイバースコピー）の場合、指定介護老人福祉

施設及び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能である。

　なお、歯科医療については、医学管理等を除いて、医科の場合のような往

診、通院についての施設療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。

※　本Q＆Aの発出に伴い平成17年10月改定関係Q＆A問82は削除する。
【参考】

　　平成17年10月改定関係Q＆A

　　問82　経ロ移行加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、

　　費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。

　答　造影撮影（造影剤使用撮影）の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護保険

　　施設に入所している者についてぱ、当該検査を実施した医療機関がその費用を医療

　　保険で算定可能である。

　　　また、内視鏡検査（喉頭ファイバースコピー）の場合、指定介護老人福祉施設及

　　　び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能である。

（問7）経ロ維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認

　　められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとの

　　ことだが、日数の制限等はないのか。また、どうなると算定できなくな

・2・



るのか。

（答）

1．著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経ロに

　よる食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要

　な栄養は摂取されており、かつ、概ね1週間以上にわたり著しい摂食機能

　障害による誤嚥が認められないと医師が判断した日までの期間とするが、

　入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限る

　こととしている。

2，誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を

　得た日から起算して180日を超えた場合でも、造影撮影（造影剤使用撮影）

　又は内視鏡検査（喉頭ファイバースコピー）を再度実施した上で、医師が

　特別な栄養管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を

　実施することについて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、

　当該加算を算定できることとする。ただし、この場合において、医師の指

　示は概ね1月間毎に受けるものとする。

※　本Q＆Aの発出に伴い平成17年10月改定関係Q＆A問83は削除する。
【参考】

　　平成17年10月改定関係Q＆A

　　問83　経ロ移行加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められ

　　　るものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の

　　制限等はないのか。また、どうなると算定できなくなるのか。

　　答1．著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による

　　　　食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は

　　　　摂取されており、かつ、概ね1週間以上にわたり著しい摂食機能障害による誤

　　　　嚥が認められないと医師が判断した日までの期間とするが、入所者又はその家

　　　　族の同意を得た目から起算して180日以内の期間に限ることとしている。

　　　　2．誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得た

　　　　　日から起算して180日を超えた場合でも、造影撮影（造影剤使用撮影）又は内

　　　　　視鏡検査（喉頭ファイバースコピー）を再度実施した上で、医師が特別な栄養

　　　　　管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を実施することに

　　　　　ついて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、当該加算を算定でき

　　　　　ることとする。ただし、この場合において、医師の指示は概ね1月間毎に受け

　　　　　るものとする。

（問8）経口維持加算（1）の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査

　　以外での評価（水飲みテストなど）で嚥下機能評価している場合でも可

　　能か。

（答）

　御指摘のような場合には算定できない。
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※　本Q＆Aの発出に伴い平成17年10月改定関係Q＆A問84は削除する。
【参考】

　　平成17年10月改定関係Q＆A

　　問84　経ロ移行加算の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価

　　　（水飲みテストなど）で嚥下機能評価している場合でも可能か。

　　答　御指摘のような場合には算定できない。

（問9）経ロ維持加算（1）の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視

　　鏡検査は、当該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関

　　を受診し、その個人負担分は利用者が負担することになるのか。

（答）

　保険医療機関において利用者が受診することになり、医療保険の自己負担

分については、利用者負担となる。なお、施設ごとの医療保険の適用の可否

については、r問5」を参照されたい。また、併設保険医療機関における保険

請求に当たっては、r医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医

療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」（平成12年保険発第5

5号・老企発第56号・老健発第80号）を参照されたい。

※　本Q＆Aの発出に伴い平成17年10月改定関係Q＆A【追補版】問20
　は削除する。

【参考】

　　平成17年10月改定関係Q＆A【追補版】

　　問20　経口移行加算の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視鏡検査は、当

　　該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関を受診し、その個人負担

　　分は利用者が負担することになるのか。

　　答　保険医療機関において利用者が受診することになり、医療保険の自己負担分につ

　　　いては、利用者負担となる。なお、施設ごとの医療保険の適用の可否については、r平

　　　成17年10月改定関係Q＆A（平成17年9月7日）問82」を参照されたい。ま

　　　た、併設保険医療機関における保険請求に当たっては、r医療保険と介護保険の給付

　　　調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」

　　　（平成12年保険発第55号・老企発第56号・老健発第80号）を参照されたい。

○　療養食加算

（問10）療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法

　　や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算

　　を算定できるか。

（答）
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　医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の

必要性を認めなくなるまで算定できる。

【訪問介護】

0　サービス提供責任者の配置基準

（問11）非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤

　　務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。

（答）

　差し支えない。

　例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所に

おいて、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、（常勤

換算0．75の）サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、

指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務

に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業（介護保

険法における事業に限らない。）の職務に従事することは可能である。

O　特定事業所加算

（問12）特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、

　　指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併

　　せて行っている場合の取扱いについて
（答）

　人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出にあたっては、

介護保険法におけるサービスに従事した時間により算出された常勤換算の結

果を用いるものとする。したがって、障害者自立支援法における指定居宅介

護等に従事した時間は含めない。

（問13）次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関す

　　る留意事項について

　・特定事業所加算（1）を算定している事業所が、人材要件のいずれか一

　方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合

　・特定事業所加算（H）又は（皿）を算定していた場合に、一方の要件を

　満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合
（答）

　特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出

日の翌月から、16日以後に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定
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することとなる。この取扱いについては特定事業所加算（H）又は（皿）を

算定していた事業所が〔1）を算定しようとする場合の取扱いも同様である

（届出は変更でよい。）。

　また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たして

いる必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行

い、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできな

い取扱いとなっている。

　ただし、特定事業所加算（1）を算定していた事業所であって、例えば重

度要介護者等対応要件のみを満たさなくなる場合は、（1）の廃止後（1）を

新規で届け出る必要はなく、（1）から（1）への変更の届出を行うことで足

りるものとし、届出日と関わりなく、（1）の算定ができなくなった月から（丑）

の算定を可能であることとする（下図参照）。この場合、居宅介護支援事業者

への周知や国保連合会のデータ処理期間の関係もあるため速やかに当該届出

を行うこと。この取扱いについては、例えば（皿）を算定していた事業所が、

重度要介護者等対応要件を満たさなくなったが、人材要件のいずれかを満た

すことから、（皿）の算定ができなくなった月から（且）を算定しようとする

場合も同様とする。

特定事業所加算（1）を取得していた事業所において、重度要介護者等要件が変動した場合

4月i5月1 6月i7月i 8月i 9月 博月i11月 12庫 1月i 2月i 3月

量定遍鱒 （1）i（1） i（1） i（1） 〔H）i〔H） （1）i　　…

（1） ・　　　甲　　　甲　　　．

．2銚以上
i …

i …

一20％以上

… i i …

2銚以上

…
…

一
　
■
τ
　
■
－
　
■
一

1＋一一一一一一一一

額i顛
…

≡
1－1 1→E … …

i

i
　
i
｝

…
i
！ 一20％以上 iH→1

…
i
　
　
i
…

i

… 2眠以上
…
1 ｝

重
度
要
介
護
者
等
割
合

①7～9月の実績の平均が20％を下回るケース…　　10月は要件を満たさない。

　このため10月は（1）の算定はできないため、速やかに（且）への変更届を行う。

②①の後、8～10月の実績の平均が20％を上回るケース…　　11月は（1）の

　算定要件を満たした状態となるが、（1）の算定開始日は届出後となるため、変更

　届を11月15日までに行えば、12月から（1）の算定が可能となる。

0　緊急時訪問介護加算

（問14）緊急時訪問介護加算の算定時に身体介護に引き続き生活援助を行

　　つた場合の報酬の算定について。
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（答）

　緊急時訪問介護加算は、居宅サービス計画において計画的に訪問すること

となっていない身体介護中心型の指定訪問介護を、利用者の要請があってか

ら24時間以内に提供した場合に算定される加算である。この場合において

も、基本単位やその他の加算の取扱いについては、居宅サービス計画に従っ

て提供される場合と同様である。

【訪問看護】

（問15）ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、ア

　　クシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合

　　は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。
（答）

　長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付け

られていなければ算定できない。

（問16）長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える

　　部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーション

　　で定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算

　　を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。

（答）

　貴見のとおり。

（問17）死亡前14日以内に2回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関

　　に入院し24時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定で

　　きるということか。

（答）

　ターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認

された場合に算定することができるものとする。

【訪問リハビリテーション】

（問18）一日のうちに連続して40分以上サービスを提供した場合、2回分

　　として算定してもよいか。また、一日のうちに例えば80分以上サービ

　　スを提供した場合、週に一日の利用で短期集中リハビリテーション加算

　　を算定できると考えてよいか。

（答）
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　ケアプラン上、一日のうちに連続して40分以上のサービス提供が、2回

分のサービス提供であると位置付けられていれば、2回分のサービス提供と

して算定して差し支えない。

　短期集中リハビリテーションにおいては、一日に40分以上のサービス提

供を週に2日行った場合算定できることとしているため、ご質問のような算

定は行うことができない。

（問19）短期集中リハビリテーションの実施にあたって、利用者の状況を勘

　　棄し、一日に2回以上に分けて休憩を挟んでリハビリテーションを実施

　　してもリハビリテーションの実施時間の合計が40分以上であれば、短

　　期集中リハビリテーション実施加算を算定できるのか。

（答）

　算定可能である。

【通所リハビリテーション】

（問20）認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「コ週に2

　　日を標準」とあるが、1週2日の実施計画が作成されている場合で、や

　　むを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。

（答）

　集中的なリハビリテーションの提供を目的とした加算であることから、1

週に2日実施する計画を作成することが必要である。ただし、当初、週に2

日の計画を作成したにも関わらず、①やむを得ない理由によるもの（利用者

の体調悪化で週に1日しか実施できない場合等）や、②自然災害・感染症の

発生等により、事業所が一時的に休業する等のため、当初予定していたサー

ビスの提供ができなくなった場合であれば、算定が認められる。

（問21）認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、通所リハビ

　　リテーション事業所の医師が算定要件を満たしておらず、算定要件を満

　　たす外部の医師が情報提供を定期的に行った場合、算定は可能か。

（答）

　算定できない。本来、通所リハビリテーション事業所がサービスを提供す

るに当たっては、通所リハビリテーション計画を作成する必要があり、その

作成には、医師の参加が必要である。認知症短期集中リハビリテーションの

提供に当たっても、通所リハビリテーション計画を作成する段階から、専門

的な知識を有する医師により、計画上、当該リハビリテーションの必要性が

位置づけられるものである。従って、外部の医師の情報提供のみでは、適切

なリハビリテーションの提供可能とは考えがたいことから、算定要件を満た
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す事業所の医師が通所リハビリテーション計画の作成に参加し、同一の医師

が、理学療法士等に指示を出す必要がある。ただし、算定要件を満たす医師

については必ずしも常勤である必要はない。

（問22）1時間以上2時間未満の利用者が短期集中リハビリテーション実施

　　加算の対象となる場合、1時間以上2時間未満の算定用件である個別リ

　　ハビリテーションを20分以上実施し、さらに当該加算の算定要件にある

　　時間（20分もしくは40分以上）を実施した場合に算定できるのか。
（答）

　1時間以上2時間未満の通所リハビリにおいて短期集中リハビリテーショ

ン実施加算を合わせて算定する場合にあっては、短期集中リハの算定要件で

ある個別リハの実施時間に、1－2時間の通所リハの算定要件である個別リハ

の提供時間が含まれるものとする。ただし、この場合であっても、週に2回

以上リハビリテーションを実施する必要がある。なお、1時間以上2時間未

満の利用者については、退院（所）日又は認定日から3ヶ月超に個別リハビ

リテーションを行った場合に算定できる「個別リハビリテーション実施加算」

は算定できない。

（問23）退院（所）日又は認定日から3ヶ月を超える期間に個別リハビリテ

　　ーション実施加算の算定にあたって、個別リハの実施時間についての要

　　件はないのか。

（答）

　従前の短期集中リハビリテーション実施加算（退院（所）日又は認定日か

ら起算して3月を超える期間に行われた場合）と同様であるため、20分以

上の個別リハの実施が必要である。

（問24）若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用

　　者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。

（答）

　個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う

上で中心的な役割を果たすものであるが、当該利用者へのサービス提供時に

必ずしも出勤している必要はない。

（問25）リハビリテーションマネジメント加算を算定しない場合は、個別リ

　　ハビリテーションを一切実施しないこととして良いか。

（答）

　リハビリテーションマネジメント加算の算定の有無にかかわらず、利用者

の状態に応じて、個別リハビリテーションも含め、適切にリハビリテーショ

ンを行う必要がある。
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（問26）週2回・月8回利用の利用者に対し、週1回しか20分以上の個別

　　リハを提供できない。この場合、リハビリテーションマネジメント加算

　　も個別リハビリテーション実施加算も算定できないのか。

（答）

　リハビリテーションマネジメント加算の算定については、月8回以上の利

用を要件としているところであるが、リハビリテーションマネジメント加算

のみでの算定を可能としており、必ずしも個別リハビリテーション実施加算

との併算定を求めるものでもない。従って、ご質問の利用形態については、

リハビリテーションマネジメント加算を算定した上で、個別リハビリテーシ

ョンの提供回数に応じ、個別リハビリテーション実施加算を算定いただける

ものである。

（問27）平成21年4月9日発出Q＆A問4について、「リハビリテーション

　　の提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看

　　護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施

　　計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテー

　　ションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の

　　利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である」

　　とあるが、高次脳機能障害や先天性又は進行性の神経・筋疾患の利用者

　　以外であっても、月1回の利用で個別リハビリテーション実施加算が算

　　定できるということでよいか。
（答）

　平成21年4月9日発出Q＆A問4の主旨は、身体所見や各種検査結果等

から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、

週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であ

ると判断された場合については、週1回程度の利用があった場合に、個別リ

ハビリテーション実施加算の算定が可能である。

（問28）通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算と

　　退院（所）日又は認定日から3ヶ月を超える期間に算定する個別リハビ

　　リテーション実施加算について、複数事業所でサービスを提供するとき、

　　どのように算定をすることが可能か。

（答）

　通所リハビリテーションについては、原則として、一つの事業所でリハビ

リテーションが提供されることが想定される。ただし、事業所ごとの提供可

能なサービスの種類によって、単一の事業所で利用者が必要とするリハビリ

テーションの全てを提供できない場合、複数の事業所で提供されることも可

能である。例えば、脳血管疾患発症後であって、片麻痺と失語を認める利用
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者に対し、A事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、A事

業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーシ

ョンはB事業所で提供されるというケースが考えられる。

　その場合、リハビリテーションマネジメント加算と個別リハビリテーショ

ン実施加算の算定については、以下のようなパターンが考えられる。

　　①A事業所で月8回以上（13回以下）、B事業所で月8回以上（1

　　　3回以下）利用していた場合

　　　　　→　それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算が

　　　　　算定可能であり、個別リハビリテーションの実施状況に応じて、

　　　　　個別リハビリテーション実施加算が算定可能

　　②A事業所で月4回（概ね週1回）、B事業所で月4回（概ね週1回）

　　　利用していた場合

　　　　　→　身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通

　　　　　所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であ

　　　　　っても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断さ

　　　　　れた場合については、それぞれの事業所で個別リハビリテーショ

　　　　　ン実施加算が算定可能

　　③A事業所で月8回以上（13回以下）、B事業所では月4回利用し

　　　ていた場合

　　　　　→　A事業所ではリハビリテーションマネジメント加算が算定可

　　　　　能であり、個別りハビリテーションの実施状況に応じて、個別リ

　　　　　ハビリテーション実施加算の算定も可能であるが、B事業所では、

　　　　　身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リ

　　　　　ハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であって

　　　　　も効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された

　　　　　場合について個別リハビリテーション実施加算が算定可能

【居宅介護支援】

○　退院・退所加算の情報提供書の取扱いについて

（問29）退院・退所加算（1）・（1）の標準様式例の情報提供書の取扱い

　　を明確にされたい。また、情報提供については、誰が記入することを

　　想定しているのか。

（答）

　退院・退所加算（1）・（H）の標準様式例の情報提供書については、介護

支援専門員が病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設

の職員と面談を行い、適切なケァプランの作成に資するために、利用者に関

する必要な情報の提供を得るために示したものである。
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　したがって、当該情報提供書については、上記の趣旨を踏まえ、介護支援

専門員が記入することを前提としているが、当該利用者の必要な情報を把握

している病院等の職員が記入することを妨げるものではない。

　なお、当該情報提供書は標準様式例であることを再度申し添える。

0　特定事業所加算

（問30）特定事業所加算（1）を算定している事業所が、算定要件のいず

　　れかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届

　　出に関する留意事項について。

（答）

　特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出

日の翌月から、16日以降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定

することとする。この取扱いについては特定事業所加算（H）を算定してい

た事業所が（1）を算定しようとする場合の取扱いも同様である（届出は変

更でよい。）。

　また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たして

いる必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行

い、要件を満たさないことが明らかとなった翌月から加算の算定はできない

取扱いとなっている。

　ただし、特定事業所加算（1）を算定していた事業所であって、例えば、

要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合が50％以上であることの要件

を満たさなくなる場合は、（1）の廃止後（1）を新規で届け出る必要はなく、

　（1）から（且）への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関

わりなく、（1）の要件を満たせなくなったその月から（H）の算定を可能で

あることとする（下図参照）。この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関

係もあるため速やかに当該届出を行うこと。

例：特定事業所加算（1）を取得していた事業所において、8月中に算定要件が変動した場合

4月i5月
i
6
月
i
≡ 17月i8月 9月　110月i11月i12月i1月　i2月　i3月

算定できる加算 （エ）i

i　　i　（1）i｛ロー（m

@　　｝
紐）

堰i且）i（H）…（H）i（H）i（豆）i（豆）

i ｝ i変更
i

； …
r il→

i十…1…十…1一一＋…

0　8月の実績において（1）の要件を満たせないケース・一9月は要件を満たさ

　ない。このため9月は（1）の算定はできないため、速やかに（∬）への変更届を

　行う。
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【介護老人福祉施設（地域密着型を含む）、短期入所生活介護】

0　日常生活継続支援加算

（問31）要介護4・5の入所者や認知症日常生活自立度皿以上の入所者の割合

　　については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとさ

　　れているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、計算上

　　どのように取り扱うべきか。

（答）

　入院・外泊が長期に渡り、その月において1日も当該施設を利用していな

いような場合を除いて、入院・外泊中の入所者を含めて割合を算出しても差

し支えない。ただし、末日において同様に入院・外泊している入所者のうち、

要介護4・5の入所者のみを含めて要介護3以下の入所者は除くというような

恣意的な取扱いは認められない。

　なお、介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数の計算におけ

る入院・外泊の取扱いについては、通常の介護職員・看護職員の人員配置（3

対1）の基準となる入所者数を計算する際に従来採用している取扱いと同様に

計算すればよい。

（問32）介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度

　　半ばに介護老人福祉施設を新設した場合若しくは当該施設の定員数を増床・

　　減床した場合においてどのように取り扱うのか。
（答）

　留意事項通知第二の1（7）に準じて取り扱われたい。

O　夜勤職員体制加算

（問33）本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ（短期

　　入所生活介護）について、夜勤職員体制加算の基準を満たすかどうかに

　　ついての計算方法はどのように行うのか。

（答）

　本体施設が指定介護老人福祉施設以外である場合については、夜勤職員の

配置数の算定上も一体的な取扱いがなされていないことから、本体施設とシ

ョートステイを兼務している職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数

等により按分した上で、ショートステイについて加算要件を満たすかどうか

を本体施設とは別個に判断することとなる。
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○　看取り介護加算

（問34）平成21年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施してい

　　たが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はど

　　のようにするのか。

（答）

　当該加算は死亡月にまとめて算定するものであるところ、4月以降に死亡

した入所者については、3月中の入所期間を含め、死亡日から遡って30日間

について、報酬改定後の単位数に基づき計算することとする。このため、4

月半ばに施設内又は居宅において死亡した場合、3月中の入所期間について

160単位の算定はできず、死亡日につき1280単位、死亡日前日及び前々日に

つき680単位、残る27日分については3月中の入所期間も含め80単位を算

定することとなる。

　また、例えば4月1日に施設内において死亡した場合は、死亡日の前日及

び前々日は3月中（3月31日及び30日）になるものの、この場合も両日に

ついて680単位を算定することは可能であるものとする。すなわち、4月1

日について1280単位、3月31日及び3月30日について680単位を算定し、

残る27日分につき80単位を算定することとなる。

0　短期入所生活介護一般

（問35）短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等

　　において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の

　　空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その

　　場合、どちらを利用するかについては施設が決めてよいのか。

（答）

　利用者に対し空床利用部分と併設部分の利用料の違いと体制の違いについ

て説明した上で、利用者の選択に基づく適切な契約によるべきである。

【介護老人保健施設】

（問36）試行的退所サービス費が廃止されたが、試行的に退所し、退所時指

　　導加算を算定する場合に、居宅サービス事業者との契約等により居宅サ

　　ービスを提供した場合、その分の報酬を算定できるのか。

（答）

　試行的退所期間中は、提供した居宅サービスによる報酬の算定は認められ

ていない。
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（問37）ターミナルケアを実施途中に、緊急時や家族からの希望等により入

　　所者が他医療機関に転院して死亡した場合は、他医療機関に入院するま

　　でのターミナルケア加算は算定可能か。

（答）

　従来型老健については、死亡前に他医療機関に入院した場合であっても、

死亡日を含めて30日を上限に、当該施設でターミナルケアを行った日数に

ついてぱ算定可能。介護療養型老健については、入所者の居宅又は当該施設

で死亡した場合のみ算定可能であり、他医療機関で死亡した場合にあっては

退所日以前も含め算定できないもの。

【介護療養型医療施設】

（問38）他科受診時の費用を算定した日については、どの加算が算定できる

　　のか。

（答）

　他科受診時の費用を算定した日については、栄養マネジメント加算、経口

移行加算、経ロ維持加算及び療養食加算は算定できる。

【認知症関係】

（問39）r認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師

　　が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

（答）

　医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診

断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

（問40）加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケァ加算且を算定

　　するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1名と認知症介護指導

　　者研修修了者1名の合計2名の配置が必要か。
（答）

　加算対象となる者が10名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知

症介護指導者研修の両方を修了した者が1名配置されていれば認知症専門ケ

ア加算Hを算定できるものとする。

（問41）グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア

　　加算の算定要件に含めることが可能か。
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（答）

　短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共同生活介護を受ける利用者

は当該加算の算定要件に含めず、本加算の対象からも除くものとする。

（問42）認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満た

　　ない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、

　　その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。

（答）

　認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期

間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期

に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比

し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテーションの必要性が

認められる場合に限り、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所（院）した日から起

算して新たに3月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算

して新たに3月以内に限り算定できる。

（問43）若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予

　　防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場

　　合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。

（答）

　本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定

されている介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては

65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。

　ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実

績がない場合は算定できない。

※　平成21年3月23日発出のVbL1においてお示しした別紙1について、修

　正事項がございますので、修正後のものを再度添付させていただきます。（修

　正は下線部。）
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サーピλ毛 基本色分・加算に■いて

当日

｡劃

リハマネ■耳

@o耳距
畢位 回数・峙国 算定掴闇 ■書

基本サービス豊 ■別 一

1回にコ灘。分口上〇一」ハビリ壬行ウヒ堀台

@　　　　　　　　　305準位－回

実施日
■6圖まで算定可1」ハピ1」テーシコンマ享ジメント無罪が包岳偲

訪問リハビリ

eーション
姻別 一

■院i脚白豆r生日定日かも祀■」て

@　　　　　1月以内3①単位／日

1畳に議ね2回以上

纒ｪ以上■回
実施日 動吊責の自己都合r偉蹟悪化）響や廿を碍ず算2要件が遇たぜなく陰った場合でも算定可

短薪集中リハビリテーション

@　　　笑覧加算

個刷 一

－陛〔所用又は甚！日bらE算して

@　　1月超3月以内200単位／日

1ヨに唖ね2回以上
Q0分以上／回

笑覧目 剃用者の自E都合（拝胴悪化1等やむを害丁算＝要件が唱たせむ（なった踏台でも算置可

・　’　　　　　　　　　　コ　　』
利用書の自己塾舎｛鉢額■化，等やむを碍ず算定要件が或セせぢ（な一だ斗音、且一　　　』　　L　　　　　　〔＿　　　　一　　　　　　　　　▲

リハビリ〒一ション

}ネジメント加算
■剛 一

月r＝■■畳上■圧リハビリを梓コヒ蝸吉

@　　　　　　　　　　器0阜位■月

一
月1回

Z定

　サ‘ビλ眉月朝月でおって．■瑚Uハピリテーション・垣網毒中リハビリテ→ヨン・覚皿皇垣期豊中

潟nピ1」テーシヨンを行っている揚音

@　　　　　　　　　　二　」　　　1　、’一一一・　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　’一

黶@　　　　　　　一　・I　Iハ’1一一・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　’r　一八’1
『＿　　　　　　　　　　　　　　　f　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　：つ　■　　　　　　‘丑

@　一　　　　　1ハ’1一一一　　マ　　　　　　す一　　　　、

摺餌 嬰

逗暇｛面日脚‡臣！目がら捏■して

@　　　　　1月以内2SO単位－日

1週に蟹ね2回以上

@分以上■回
実施日 有用書の自己舶合〔偉覇耳忙コ等やむ寺田ず算定蚤件が或たせ尊くなゴニ堀告でも耳定可

通所リハビリ

eーション

短期集中リハビリテーション

@　　　実施加算

伍別 憂

垂腔〔百1日ユ1‡ユ！日から琶■して

@　　1月超3月以内個蝉位／日

1遡に嵐ねZ回以上
Q0分以上■回

実施日

通所IJ，、ビljテーシヨシ終了月であって8回未■の月月」かむL哨舎．IJハマネ担算は算！できないが、

ｯ異覧担算は算置可
ｻ用書の自己都合｛体調悪化1等，む著需ず算定葺件が義オ：せなくなつ起端舌でも算定可

且時間〔1＾2井間〕の■所リハピ1」テーシヨン利用書rよ算生で寺ない

@1　、一一－一・　　　　　　　　　　　　　　　　　暫　、　▲　r　　　　■　　重三　⊥

個別リハビリテーション掴算 個別 要

覗〔緬1日丑は理芝日から起■して

@　　　　　　3月超　日O準位■日

月13回限庄 昊霞日

　適所リハピ’」テーション終了月でおコて日回章満の剰月しかない4含
@r置炭●覧障害｛弐琵荏を含むコ」「先天性又は■行性の斜蛙・岳ま…〔医料苫直轄醜置鼓裏におけ

髢ｳ籍幾重’」ハピリテーション封に鎮定下る庄豊｝」については．1月に8回以下の置所であっても効果

Iなリハビリテーションの擾供が可島ヒ丑■搬
@　　　｛　　　　　　　　　　　　　一八　’1一一・　　　　　　　　二　一、　　　　　　1

　　認麺症短期盛中
潟nビ1」テーシヨン実脇算

一儲 葺

■腔1働日天は■血旦から起算して

@　　　　　コ月以内四〇単位／日

　1遭2回限度

Q0分以上■回
実施日

過熱月間に躍如丘垣頚蚤中りハビ1」テーシヨン佃冥を算定していない靖昔r二尊呈可

a用者の自己畢合‘拝劇暑化｝尋やむを得ず算定要悸力f■たせなく加コた場合でも算定可
ﾟ断リハピ1∫テーション睦了月であって日同素璃の利用しかない草合．リハマネ幽算は算定できないが．

�ﾀ施加；は；定可

短期入所痒

@斐介護
@〔老④

個別リハビリテーション加算 醤別 一

餌O単位／日

20分以上－回 実重日

理学療法〔1）：1質単位ノ日

理学療法〔ロ）：73尊位／目
理学置ま・伸裏書藍・言語巨！喪議モれぞれ1日3回まで
ﾜだぽ．理学暉藍．惇茎疲藍．君垣聴覚療藍の合計力｛1日4回まで

短期入所喪
@養分撞
k病蓐聖・詮

@檀所1
k特定診喪

@　黄1

置字理法〔【｝

搖wぽ並〔m
@作裏療法
ｾ語聴覚療法

個別

作業棟法：123単位／回

1回20分以上 実施日

書橿聴覚喪ま＝⑳コ単位！回

※謹蔓病
ｰを有する
a院に限る

晃団コミュニケーション理法 二団 一 50旱位一目
1回20分以上
P日3回まで

実施臼

摂食棲能療法 個別 一 20日単位rB
鯉1月4回まで

実施日

一一 @　　　　ハ’1』一　　　　　　■r　　　な

墓‡サービス貴 昌 一 －

血
入所期簡

　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

@二　　　　　　　　　　　　一1ハ　　■　一一

ｦ　リハピソテーションマネジメント麺算が包括化

育埴老人侯

@健範膣

盛期皇中りハビリテーション

@　　　実鱒算
個別 一

λ駈巳から起算して

@　　　　　コ月以内2伯単位■日

1畳に量ね3日以上

S分以上■回
実施日 利用者の自己■合（偉国昌化｝舞やむを再ず算室葺件が満たせなく重った端者でも算定可

　　認畑丘巨期集中
潟nビリテーション笑覧加算

個駐 一

λ屠巳から趙■して

@　　　　　3月以内2伯単位－目

　1遇3日限産
Q0分以上／回

実施日
i去3月間に置麺症狂風真中リハビリテーション加算を算定していない唱合に■定可

a用書の自己“台〔体調畢化」等やむを得丁■宝葺件が涙たせむ｛なった端者でも算定可

理学療法（工〕＝12コ単位／回

理学療法〔の1η単位／回
理雫甚差・作業儘藍・t罎巨霊壷議モれfれ1日目回まで
ﾜたは．置字豊韮．作寛療置．君踊聴覚豊藍の會計が1日4回まで

理学確法l　I｝

搖w礁並1∬｝
@作棄権法
ｾ躇哺■俊注

個幽

作業療珪：1網単位ノ回

1回20分以上 喪晦日

言醤聴■療法＝卸3単位ノ回

集団コミュニケーション蓬並 塁団 一 50畢喧一目
1回20分以上
P日3回糞で

実庫日介護蟹蓄施

@　詮
k特定診理

@　細 援血腫能登注 個別 一 208旱位！日
劃1月4囹まで

実施日

短期桑中リハビリテーション

@　　　実施加算
個別 　

人蔭目から起算して

@　　　　　コ月以内四〇単位／目

1遡に蟹ね3回以上

Q0分以上■回
実直日 和用書の自己島台〔ヰ劉悪化，等やむを碍ず算定葺件が隅托せ仁（なった婚合でも算定可

　　認掴症短期集中
潟nビリテーション笑覧加算

個蹴 一

入量目から足算して

@　　　　　3月以内四〇卓位■日

　1ヨ3日湿度

Q0分以上／回
実施日

遇云3月間に畳睦リハビリ音訓用した二とがない増台に算定可
范p者の自己“舌〔体■蓋化〕尋やむを得ず算寛要件が彊たせなくなった靖合でも算定可


